
 

議案第４１号 

   町道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条の規定に基づき、次のとおり町道

路線を廃止するものとする。 

  令和５年５月２９日          東郷町長 井 俣 憲 治 

廃止路線 

整理番号 

（路線番号） 
路 線 名 

起   点 

終   点 
重要な経過地 

１ 

（９－１６） 

中通屋敷・東岡

ノ上線 

東郷町大字春木字中通屋敷１

２５６番１地先 

東郷町大字春木字東岡ノ上１

４３８番３地先 

― 

２ 

（１５－１５） 

桝池１号線 東郷町大字春木字桝池５２番

地先 

東郷町大字春木字桝池４６番

地先 

― 

３ 

（１５－１７） 

伊勢木１０号線 東郷町大字春木字伊勢木８６

番１地先 

東郷町大字春木字伊勢木１１

２番地先 

― 

   説 明 

 この案を提出するのは、町道路線の一部を再編成するため、既存路線を廃止する

必要があるからである。 



 

議案の概要 

 町道路線の一部を再編成するため、次の既存路線を廃止するものである。 

整理番号 

（路線番号） 
路 線 名 

起   点 

終   点 

延 長 

（ｍ） 

幅 員 

（ｍ） 

１ 

（９－１６） 

中通屋敷・東

岡ノ上線 

東郷町大字春木

字中通屋敷１２

５６番１地先 

東郷町大字春木

字東岡ノ上１４

３８番３地先 

４０４．００ ４．０５ 

～ 

８．４０ 

２ 

（１５－１５） 

桝池１号線 東郷町大字春木

字桝池５２番地

先 

東郷町大字春木

字桝池４６番地

先 

２３５．７０ ３．７５ 

～ 

５．００ 

３ 

（１５－１７） 

伊勢木１０号 

線 

東郷町大字春木字 

伊勢木８６番１地 

先 

東郷町大字春木字 

伊勢木１１２番地 

先 

３２５．３０ ６．００ 

～ 

１１．００ 

 




